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申込・詳細 総務企画課広聴係 �２３１―２４００（内線２０１）詳細 動物管理センター �７３６―６１３４

電話番号
６４２―１００１
６２１―０７１１
６１２―９７１１
５１３―９６１１
５６２―１１９５
５５１―２２４７
５１１―０４０６
５１２―１２２８
５１１―３７５１
５５２―２４１１
５６３―９９７６
５６１―８６３１
２２１―７３００
６４４―１０５６
６１２―２２１１
６１２―７８５５

住 所
北２西１７－１－１１
北６西２５－１－１５
北７西１５
南４西２３－２－２５
南８西４
南８西２３－４－８
南１１西１０－１－１１
南１１西１４－２－３２
南１２西７－１－３
南１３西１４－３－２８
南１７西１０－１－２５
南１９西１４－１－７
南２東２
宮の森１－１１－１－３７
宮の森２－６－２－１０
宮の森４－１０－３－１４

動物病院名
表参道ペットクリニック
三國犬猫科医院
ノバ動物病院
梅原ペットホスピタル
ふれあい動物病院
おおい動物病院
天内獣医科病院
山鼻動物病院
ハーティ動物病院
オオバ動物病院
石山通り動物病院
にしせん小動物医院
三上動物病院
円山動物病院
星川動物病院
宮の森アニマルホスピタル

相 談 日 時

月～金曜日
午前８時４５分～午後５時１５分

火・木曜日
午前１０時～正午、午後１時～４時

第１・３水曜日
※当日午前９時から電話で予約
の受け付け。先着８人。相談時
間は１人２０分。
次回相談日 ３月１７日�
第２水曜日（１２・３月を除く）
※事前に電話で予約の受け付け。
先着５人。相談時間は１人２０分。
次回相談日 ４月１４日�
（３月３１日�から受け付け）
金曜日 午後１時～４時

相 談 員

職 員

家 庭 生 活
カウンセラー

弁 護 士

税 理 士

行政相談委員

相談名

市 政

家庭生活

法 律

税

行 政

消費税及び地方消費税
の申告と納税
（個人事業者）

３月３１日�まで
※各会場とも土・日曜、祝日は休みです。

札幌中税務署
（大通西１０丁目札幌第２合同庁舎）

札幌西税務署
（西区発寒４条１丁目）

午前９時から正午まで
午後１時から４時まで

※込み具合によっては、時間前に受け付けを終了する場合があります
ので、ご了承ください。
また、午前中に受け付けされた方でも、午後からの相談になること
がありますので、ご了承ください。

部分は中税務署、それ以外の
中央区の方は西税務署が管轄です

所得税・贈与税
の申告と納税

３月１５日�まで

札幌中税務署 �２３１－９３１１

札幌西税務署 �６６６－５１１１

税務相談室
札幌国税局 �２６１－７７５５
札幌西分室 �６６６－５１５０

所 得 税 の 還 付 申 告
（給与所得者・年金受給者）

中央区民センター
１階ギャラリー
（南２条西１０丁目）

午前９時３０分から正午まで
午後１時から４時まで
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間
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時

間
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細

住民税の申告
（市・道民税）

※所得税の申告をされた方は
不要です。

３月１５日�まで
※土・日曜は休みです。

中央区役所
１階ロビー

（南３条西１１丁目）

午前８時４５分から

正午まで

午後１時から

５時１５分まで

中 央 区 役 所

課税課市民税係

�２３１－２４００
（内線）２８２～２８７

４１０～４１２
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区区役役所所１１階階相相談談ココーーナナーーののごご案案内内
区役所１階相談コーナーではさまざまな相談を行っ
ています。お気軽にご利用ください。
相談内容は、下表の通りです。

住民税・所得税・贈与税・消費税・地方消費税の相談と受け付けを下表の通り行っていますので、
お早めに申告しましょう。
※例年、受付最終日は大変混雑します。
※駐車場が狭いので、公共の交通機関をご利用ください。

税税のの申申告告ははおお済済みみでですすかか？？

犬犬のの登登録録・・狂狂犬犬病病予予防防注注射射をを受受けけままししょょうう

※休診日は病院によって異なります。電話で確認してくだ
さい。
※詳細については、全市版２８ページをご覧ください。

8中央

３月１１日からの内容です

2004―�―広報さっぽろ


